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▲２月14日（土）、15日（日）　電車de竹内街道・横大路（大道）マルシェ



　

　町立図書館が大好きで、町立図書館の充実を願う人、町立
図書館でボランティア活動をしたい人など、町立図書館に興
味があり、応援したい人を募集します。
［活動期間］�４月１日（水）～令和９年３月31日（水）�

（期間中、月１回程度）
［応募資格］�町立図書館の活動に関心のある18歳以上の人
［募集人数］�若干名
※応募者多数の場合は選考のうえ決定。

［活動内容］町立�図書館サービスを推進する活動など
［応募方法］�３月19日（木）までに、下記二次元コードの町ホー

ムページ、または、町立図書館内の窓口に設置
している応募用紙でご応募ください。

［その他］�活動に対する報酬の支給はありません。
� 応募は、こちらから▶
◆問合せ　町立図書館　☎98-5526
　　　　　生涯学習課　☎98-5534

　フリーマーケットやキッチンカー、あてものや飲食ブース
が多数出展されます。ジャンケン大会や抽選会も行いますの
でぜひ、お越しください。
　また、当日は、新モビ FESTAが同時開催されます。詳し
くは、本紙折り込みチラシをご覧ください。
　なお、マルシェ deたいしの出店者を募集中です。募集要

項など詳しくは、太子町観光協会ホームページ、
をご確認ください。
� 観光協会ホームページは、こちらから▶
［と　き］３月28日（土）　午前10時～午後３時
［ところ］太子・和みの広場
◆問合せ　（一社）太子町観光協会　☎26-8051

　令和７年５月に南河内地域に位置する羽曳野市、大阪狭山
市、太子町、河南町、千早赤阪村と大阪府が共同で設置した
「南河内基礎自治機能充実強化協議会」では、南河内の地域
活性化をはじめとした様々な取り組みを共同で進めていま
す。
　その一つとして、デ
ジタルスタンプラリー
アプリ「スポットツ
アー」を活用し、古墳
や神社を巡る「南河内
の歴史」をテーマとし
たデジタルスタンプラリーを行います。
　３月１日（日）から、期間内に全てのスポットを巡りスタン
プを取得された人の中から抽選で10人に各市町村が用意す
るノベルティをプレゼントします！
※�参加には、デジタルスタンプラリーアプリ「スポットツ
アー」が必要です。（アプリに掲載されている各ルートの
スポット周辺でアプリを起動すると、スタンプが取得でき
ます。）
　　　　　　　　　　　詳しくは、こちらから▶
［と　き］５月10日（日）まで
［参加費］無料
［イベント報酬］南河内地域にまつわる景品
◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531

　令和８年度太子町地域公共交通会議委員の改選にあたり、
より開かれた会議とするため、委員の一部を住民の皆さんか
ら公募します。
［応募資格］�町内に在住する満18歳以上の人
※�ただし、公務員でなく、平日の昼間に行う会議に出席可能
な人。

［公募人数］�２人
［応募方法］�３月２日（月）～16日（月）までに、必要事項を明

記し、秘書政策課窓口まで持参、または、ご郵
送ください（応募様式は自由）。

［必要事項］�住所・氏名・生年月日・性別・職業（学校名・
勤務先など）・電話番号・応募理由（400字以内）・
地域活動やボランティア活動の実績など

※�持参の場合は、午前９時～午後５時30分まで（土日、祝
日を除く）。
※�郵送での応募の場合は、３月16日（月）の消印まで有効で
す。
※選考結果は応募者全員に通知します。
［委員の任期］�委嘱の日～令和10年３月31日（金）
［委員の報酬］�日額 7,000円
◆申込・問合せ　�〒583-8580南河内郡太子町大字山田88番地�

太子町役場秘書政策課　☎98-5531

　２月４日、町と包括連携協定を締結する株式会
社フジ医療器の社員を講師に迎え、広報プロモー
ションをテーマとした研修を行いました。
　研修では、町職員をはじめ、広報サポーターや
町公民連携パートナーである四天王寺大学の学生
広報スタッフを対象に、プロモーションやリスク
マネジメントについてお話し頂きました。
　また、町内の工場を見学し、製造過程や動画を
活用した情報発信のノウハウをご紹介頂きました。
◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531

町立図書館の「応援団」になりませんか？町立図書館の「応援団」になりませんか？
図書館友の会「ブックワーム」会員募集！図書館友の会「ブックワーム」会員募集！

マルシェdeたいし・新モビ FESTAマルシェdeたいし・新モビ FESTA

「歴史をめぐる冒険　～南河内デジタル「歴史をめぐる冒険　～南河内デジタル
スタンプラリー～」を行っていますスタンプラリー～」を行っています

太子町地域公共交通会議委員募集太子町地域公共交通会議委員募集

出典：第７回新モビリティ導入検討協議会資料

　大阪府では、持続可能な地域公共交通を確保するため、自動運転バスの実証実験の取り組みが進められています。１月29日
に第７回新モビリティ導入検討協議会が行われ、新モビリティ導入に向けた検討状況について、安定性・安全性を確保するた
めの取り組みや、今後の全体スケジュールが示されました。
　今回は、示された内容の概要をお知らせします。詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。

●自動運転バスの安定性・安全性を確保するための取り組み
①工場における特別点検・試走の実施
　・特別点検の項目については、EVMJ 社の提案に対し、専門家の意見を反映　
　・ EVMJ 社が、使用予定車両の特別点検・試走（約1.5か月）を実施（点検実施時は Osaka Metro が立会）
　・ Osaka Metro での受入確認検査の実施
②南河内地域における走行時の点検・整備強化
　・ EVMJ 社が、車両の法定定期点検に加えて、出庫前点検及び自主点検を実施（代替車両を配備）
　・万が一の車両不具合・トラブル発生時に、速やかに EVMJ 社による点検・整備を実施
③南河内地域におけるテスト走行・運転士トレーニング・施設整備などの実施
　・�特別点検・試走を完了し、安定性・安全性が確認された自動運転車両を南河内地域の走行ルートでお客さまを乗せない形

でテスト走行・運転士トレーニングを約３か月間実施
　・路車協調システム、街路樹剪定など障がい物除去などの実施（実証実験期間中）

［特別点検開始後のスケジュール］

［実証実験（テスト走行）後のスケジュール］
・安定性・安全性確保及びレベル４認可取得を両立させるため、３台目の車両も活用
・１号車は、お客さまを乗せた自動運転での運行を概ね３か月毎に北部ルートと南部ルートを交互に実施
・２号車は、自動運転の走行調整を行うが、１号車の定期点検時などには代替車両としてお客さまを乗せて運行
・３号車は、自動運転走行試験の遅れを回復するよう、自動運転レベル４に向けた車両として活用

※特別点検・試走で不具合や問題を確認した場合は、安全性確認のためスケジュールなどを変更する場合があります。

大阪府ホームページは、こちらから▶

▶▶新モビリティ導入に向けた取り組み◀◀▶▶新モビリティ導入に向けた取り組み◀◀ VOL.17 VOL.17

◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531　大阪府新交通施策推進課　☎06-4397-4142

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

【１号車】
乗客あり

【２号車】
乗客なし

【３号車】
リカバー用

北部ルート 北部ルート南部ルート 南部
ルート

走行調整
自動運転レベルアップ

調律車
自動運転レベルアップ

～令和８年1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

（約3
一定周期ごとにメーカー点検実施

実証実験
（乗客乗車）

点検内容など
安定性・安全性
確保の検討

特別点検・試走
（約1.5か月）

実証実験（テスト走行・車両調整など）
（約3か月）

実証実験（テスト走行・車両調整など）

1月～２月 3月以降

車両の安全性

南 河 内 で の
安 全 走 行

①工場における特別点検・試走の実施

②南河内地域における走行時の点検、整備体制の構築

②南河内地域における走行時の点検・整備強化

③南河内地域におけるテスト走行・運転士トレーニン
　グ・施設整備などの実施

Osaka Metroで受入確認検査の実施

公民連携公民連携によるまちづくりによるまちづくり
株式会社フジ医療器様による広報プロモーション研修を行いました
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9.8% 10.2% 11.0% 12.4% 13.9% 16.5% 21.1% 25.8% 29.5%高齢化率（65歳以上の割合）：

　２町１村が一丸と
なって、この地域の発
展・成長をめざすため
に何をすべきかを幅広
く検討できる協議会で
す！

　多くの皆さんが、自分達の住む
地域の将来に興味・関心を持って
くれているということを知る機会
となりました。

　採用試験の実施にあたり、日程調整の難しさ、
試験運営の効率化といった課題はありましたが、
２町１村が連携し取り組んだことで支障なく試
験を行うことができました。地元で就職活動を
する人がいれば、ぜひ試験を受けてください！！

　南河内地域２町１村未来協議会では、大阪府と共同で、太子町・河南町・千早赤阪村の地域の将来のあり方を検討してい
ます。町は、これまで住民の皆さんが安心して快適に生活して頂けるように、道路や公共施設などの整備、近隣市町村との
連携など、行政サービスの充実・強化に取り組んできました。また、今後の人口減少などに対応しながら、今後も、行政サー
ビスをしっかりと提供していくため、将来のあり方について検討を進めていきます。今回は、町制施行後70年の歩みとと
もに本協議会のこれまでの取り組みを、振り返っていきます。

　住民の皆さんが安心して暮らせる環
境をつくるだけでなく、２町１村が協
力して地域のさらなる発展をめざしま
す。

回答結果はこちら▶

　町村が将来にわたり、
持続的かつ安定的に住民
サービスを提供できるよ
う、課題分析と対応方策
の検討を目的に、大阪府
とともに勉強会を設置。
　中長期の財政収支を確
認するため「中長期財政
シミュレーション」を作
成しました。
　令和４年度からは、他
地域に先行して、大阪府
と太子町・河南町・千早
赤阪村（南河内地域２町
１村）で連携し、行政課
題と対応方策の検討をス
タートしました。

　２町１村がより連携し、共
同で行財政改革や公民連携、
さらなる広域連携に取り組む
とともに、選択肢の一つとし
て合併についても検討を深
め、この地域のさらなる発展・
成長をめざす
ために未来協
議会を設置し
ました。

採用試験の共同実施（令 和5年度～）
　受験生の利便性を確保し ながら、より良い人材を獲得するた
め、令和５年度から１次試験（学力試験）を共同で行い、令和７年
度からは２次試験（集団討論）まで共同で行いました。なお、採用
予定者の交流会も令和５年度 以降、毎年共同で行っています。
【共同実施による応募数】 令和７年度105人
※共同試験実施前（単独実施 時）の令和４年度応募者数は33人。

サイクリングイベントの 実施（令和５年度～）
　地域の魅力を発信するた め、株式会社DIIIG と連携し、南河内
フルーツロードをテーマに した南河内地域２町１村を巡るサイク
リングイベントを行いまし た。
【総参加者数】計440人

住民アンケートの実施及び 結果の広報紙掲載（令和６～７年度）
　地域の現状や将来像につ いての
住民のみなさまの意識や意 見をお
聞きし、将来のあり方検討 や地域
の「目指す未来像」の議論 を進め
るためにアンケートを行い
ました。

南河内基礎自治機能充実強化協議会を設置
（令和７年４月25日）

　令和７年度から羽曳野市・大阪狭山市を
加えた２市２町１村と大阪府で、人材、財
源、施設などの限られた資源を地域として
有効に活用し、共同で行財政改革や公民連
携、さらなる広域連携に取り組むとともに、
選択肢の一つとして、市町村合併の調査及
び研究を行うなど、将来のあり方などにつ
いて幅広い検討・議論を行い、もってこの
地域のさらなる発展・成長に資することを
目的として設置しました。

　公共インフラや事務の共 通化・共同化など、様々な分野で
２町１村で連携した取り組 みを検討、実施しています。詳し
くは、広報たいしのバック ナンバーをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　 広報紙の閲覧は、こちらから▶

「町村の将来のあり方に
関する勉強会」を設置
（令和２年度）

太子町の人口・高齢化率の推移と年表（●太子町、■国、▲大阪府）

「南河内地域２町１村
未来協議会」を設置
（令和５年５月23日）
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育
開
始
）

●
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
開
設

2000

●
河
内
長
野
市
に
第
２
清
掃
工
場
を
建
設

●
河
内
長
野
市
に
第
２
清
掃
工
場
を
建
設

●
富
田
林
市
消
防
本
部
に
消
防
事
務
を
委
託

●
富
田
林
市
消
防
本
部
に
消
防
事
務
を
委
託

1997

●
第
52
回
国
民
体
育
大
会
・
な
み
は
や
国
体
夏
季

　
大
会
（
イ
ン
デ
ィ
ア
カ
大
会
）
開
催

1995

■
阪
神
・
淡
路
大
震
災

1994

●
新
庁
舎
・
町
立
万
葉
ホ
ー
ル
が
開
館

1993

●
町
立
竹
内
街
道
歴
史
資
料
館
が
開
館

1990

●
町
道
太
子
中
央
線
開
通

●
竹
内
街
道
整
備
工
事
完
了

▲
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会
（
花
の
万
博
）
開
催

1988

■
近
畿
自
動
車
道
全
線
開
通

1987

●
町
立
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
完
成
、
小
学
校

　
給
食
開
始

1985

■
プ
ラ
ザ
合
意

1982

●�

太
子
町
・
奈
良
県
香
芝
町
（
現
香
芝
市
）・�

当
麻
町
（
現
葛
城
市
）
の
３
町
に
よ
る�

第
一
回
二
上
サ
ミ
ッ
ト
開
催

1979

●
防
災
行
政
無
線
完
成

■
第
二
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

1978

●
町
立
公
民
館
完
成

■
新
東
京
国
際
空
港
（
現
成
田
国
際
空
港
）
開
港

1975

●
町
道
大
日
池
線
・
南
今
池

　
線
完
成

●
町
民
グ
ラ
ン
ド
完
成

1973

■
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

1972

■
山
陽
新
幹
線
、
新
大
阪
・
岡
山
間
開
業

1970

▲
日
本
万
国
博
覧
会
（
大
阪
万
博
）

　
開
催

1967

●
近
隣
市
と
ご
み
の
共
同
処
理
を
進

　
め
る
た
め
、
南
河
内
清
掃
施
設
組

　
合（
現
南
河
内
環
境
事
業
組
合
）を

　
発
足
、
富
田
林
市
に
清
掃
工
場
を
建
設

1956

●
磯
長
村
と
山
田
村
が
合
併
、
聖
徳
太
子

　
に
ち
な
ん
で
「
太
子
町
」
と
命
名 ２

０
２
０
年

５
Ｇ
利
用
開
始

２
０
１
１
年

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
サ
ー
ビ
ス
開
始

１
９
９
９
年

ｉ
モ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
開
始

１
９
８
５
年

シ
ョ
ル
ダ
ー
ホ
ン
発
売

２
０
１
５
年

初
代
Ａｐ
ｐ
ｌ
ｅ 

ｗ
ａ
ｔ
ｃ
ｈ
発
売

２
０
０
８
年

日
本
で
ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ

の
発
売
開
始

１
９
９
５
年

Ｗ
ｉ
ｎ
ｄ
ｏ
ｗ
ｓ
95

発
売１

９
７
９
年

自
動
車
電
話

サ
ー
ビ
ス
開
始

１
９
７
５
年

カ
ラ
ー
テ
レ
ビ

の
普
及
率
が

90
％
と
な
る

１
９
６
８
年

ポ
ケ
ッ
ト
ベ

ル
サ
ー
ビ
ス

開
始

●
町
制
施
行
70
周
年
を
迎
え
る

2026

町制施行後70年
（1956年～2025年）
の歴史とともに振り返る

特集 太子町の基礎自治関連取組年表と
南河内地域2町1村未来協議会の歩み

よ
り
良
い
地
域
の
未
来
に
向
か
っ
て
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電車 de 竹内街道・横大路（大道）マルシェ

アイススケート教 室 新春ボウリング大会
２月11日（水・祝）尼崎スポーツの森 で、太子町体育連盟主催のアイススケー
ト教室が行われました。小学生など75人 が参加し、講習を受けた後は、友だち同
士や親子で仲良くすべり、昼食にはカレー を食べ、１日を満喫しました。

２月12日（木）に、町立中学校で恒例 のマラソン大会が行われました。 生徒た
ちは声援を受けながら寒さに負けず力 いっぱい走り、ゴール後には達成感あふ
れる笑顔を見せていました。心に残る大 会となりました。

町立中学校マラソ ン大会

１月18日（日）町立総合スポーツ公園で、第41回新春ジョギング大会が行われま
した。
寒空の下、参加された皆さんは見事走り抜き、すがすがしい汗を流しました。

部　門 順　位 氏　名 タイム

一般５㎞の部

優　勝 梅川　　司 25分46秒

準優勝 澤田　直弘 28分26秒

第３位 大北　雅治 30分28秒

一般３㎞の部

優　勝 佃井　　克 15分  2秒

準優勝 田村　良介 15分38秒

第３位 石井　寛隆 17分  3秒

小学生男子の部
３km

優　勝 服部　仁太 14分  2秒

準優勝 京谷　龍人 14分  4秒

第３位 吉村　瞭佑 14分  5秒

小学生女子の部
３km

優　勝 服部　優月 18分16秒

準優勝 野坂　未央梨 18分16秒

第３位 五十川桜ハイディ 20分42秒

第41回新春ジョギング大会

２月14日（土）、15日（日）に、近鉄大阪阿部野橋駅構内で「電車 de竹内街道・
横大路（大道）マルシェ」が行われ、日本遺産に認定された街道の沿道地域の魅力を
発信しました。
町からも特産品などを出品し、たくさんの人に楽しんで頂きました。

１月24日（土）、太子町青少年指導員会主催の「新春ボウリング大会」が行われま
した。
参加した小学４年生～６年生と指導員が交流しながら、ボウリングや食事を楽しみ
ました。
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介護予防講演会

  町立幼稚園
　� 「防犯教室 を行いました」

キッズスペースにたまごプールを
設置しました！

１月29日（木）の太子ＴＶで、記念品が当たるたいしくんスマイル2025の抽選会
を行いました。当たった人も当たらなかった人も、新たに2026たいしくんスマイル
が始まっていますのでぜひ、参加して健康づくりに取り組んでください。

 たいしくんスマイル抽選会

１月19日（月）、大阪府警の皆さんに お越し頂き、子どもたちに身の安全を守
るためのお話をして頂きました。
防犯教室では、「一人で遊ばないこと」 や「知らない人について行かないこと」、

「怖いことや危険を感じたときには、近く の大人にすぐに知らせること」の大切さ
も教えて頂きました。
子どもたちは、真剣に話を聞きながら、 自分を守るための大切なルールをしっか
り学びました。

３月８日（日）まで、町立竹内街道歴 史資料館で、冬季スポット展「古刹南林
寺の仏像」を行っています。
このスポット展では、南林寺の仏像が 調査研究を経て寺外で初公開されますの
でぜひ、ご覧ください。

冬季スポット展「古 刹南林寺の仏像」

令和７年12月23日（火）に、よいまちネット太子の皆さんから栽培 ･収穫された
さつまいも100kg を学校給食の食材として役立ててほしいとの趣旨で寄贈して頂きま
した。
寄贈頂いたさつまいもは、１月
19日（月）と29日（木）に町立
学校園の給食で使用しました。
こどもたちは「甘くて、美味し
い！」と言って喜んで食べていま
した。
このような温かいお心遣いに心
より感謝します。

さつまいもが寄贈されました

２月６日（金）、町立万葉ホールで作業療法士の佐藤 孝臣 さん（株式会社アイトラッ
ク代表取締役）をお招きし、介護予防講演会「いくつになっても元気になれる～今か
ら取り組む介護予防 in 太子町」が行われました。
フレイルチェックや簡単な体力測定を行い、いくつになっても元気に過ごすための
コツについてのご講演をして頂きました。また、町の現状や介護予防の事業について
報告させて頂き、参加者の皆さんと一緒にこれからをより楽しく、自分らしく生活す
ることについて考えました。

 役場庁舎１階　子育て支援課窓口のキッズススペースに木のたまごプールを設置し
ました。
ひのきの香りがいっぱいに広がった、手触りの良いタマゴの形のおもちゃに、こど
も達は「きもちいい」「おもしろい」と言って、楽しく遊んでくれています。役場にお
越しの際はぜひ、ご利用ください。
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俳
句

敬
称
略

川
柳

　歌

敬
称
略

独

▪
寒か
ん

晴ば
れ

の
道
の
辻
々
地
蔵
尊	

桃
井　

克
夫

▪
小
さ
き
手
に
思
は
ず
譲
る
歌
留
多
会	

麻
野　

明
子

▪
初
空
に
一
年
の
幸さ
ち

願
ひ
け
り	

高
田　

正
裕

▪
白
杖
の
喜
寿
の
歩
み
に
初は
つ
ひ日
影か
げ　

	

明
石　

志
郎

▪
晴
れ
や
か
や
成
人
の
日
の
村
役
場	

松
井
け
い
子

▪
元
旦
や
ラ
イ
ン
で
受
け
る
初
日
の
出	

本
多　

幸
子

▪
霜
の
田
を
黒
に
変
え
行
く
耕
運
機	

河
波　

正
昭

▪
垣
根
越
し
隣と
な
り家

山
茶
花
我う

ち家
は
梅	

増
田　

和
一

▪
床
の
間
の
林り
ん

火か

の
軸
や
年
明
く
る	

茂
里
フ
サ
エ

▪
夜
明
前
枯か
れ
は
な
る
こ

葉
鳴
子
の
音
が
す
る	

檜　
　
　

裕

▪
独
酌
で
呑
む
酒
わ
び
し
妻
恋
し	

笹
部　

次
夫

▪
反
省
の
今
日
一
日
の
独
り
言	
小
路　

淳
水

▪
親
も
子
も
独
立
独
歩
そ
ん
じ
ゃ
ま
た	

奥
田　

早
苗

▪
孫
巣
立
ち
独
居
老
人
仲
間
入
り	

𠮷
田
多
美
子

▪
ひ
な
祭
り
孫
の
顔
み
て
独
り
酒	

吉　
　
　

宗

▪
箱
根
路
を
独
り
占
め
し
て
大
逆
転	

上
田　

恒
子

▪
独
学
で
広
報
川
柳
も
う
六
年	

松
本　

京
子

▪
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
歌
姫
気
取
り
独
唱
す	

山
﨑　

忠
光

●�

４
月
号
の
題
は
「
支
」（
締
め
切
り
３
月
５
日
）。
５
月
号
の
題
は

「
陽
」（
締
め
切
り
４
月
５
日
）
で
す
。

剣道体験会開催
　剣道を観て、竹刀を使い、礼儀作法を学びません
か。連絡なしで参加頂けますので、気軽にお越しく
ださい。
［と　き］�３月８日（日）　午前10時～正午
※�通常の練習日は、水曜日・土曜日の午後６時30分～。
［ところ］�町立総合体育館　サブアリーナ
※��ところは変更となる場合があります。
　インスタグラムもやっていますので@syoutokukan
でぜひ、ご覧ください。
　詳しくは、インスタグラムのメッセージ、または、
メールでお問い合わせください。
　　　　インスタグラムは、こちらから▶
◆問合せ　�太子町聖徳館�

Email：shoutokukan@outlook.jp

行政書士無料相談（予約制）
［と　き］�３月26日（木）　午後１時30分～４時30分
［ところ］�役場庁舎３階　第２会議室
［内　容］�相続・遺言、成年後見制度、内容証明、

離婚、不動産の賃貸借・売買契約
［申　込］�平日の午前10時～午後６時の間に電話で

ご予約ください。
◆申込・問合せ　�大阪府行政書士会南大阪支部　濱田�

☎50-1110

弁護士による無料法律相談（予約制）
　大阪弁護士会による、無料法律相談を行います。
日頃疑問に思っていること、お悩みなどお気軽にご
相談ください。事前予約が必要です。
［と　き］�３月19日（木）　午後１時～４時
※相談時間は30分。
［ところ］�役場庁舎３階　第２・３会議室
［対　象］�町内在住の人
［申　込］�電話、または、下記二次元コードからお

申込みください。
　　　　　　　　申込みは、こちらから▶
◆申込・問合せ　総務財政課　☎98-0300

障がい者の出張相談窓口
　相談支援事業所の専任職員による出張相談窓口を
開設します。また、障がいのある人やその家族が地
域で安心して生活できるよう、相談支援事業所で随
時、専任職員が相談に応じています。
［と　き］�３月19日（木）　午後１時～３時
［ところ］�役場庁舎１階　相談室
［申　込］�３月13日（金）までに、電話、または、下

記二次元コードからお申込みく�
ださい。

　　　　　　　　申込みは、こちらから▶
◆申込・問合せ　福祉介護課　☎98-5519

■ゆずってほしい
・くわ（農作業用）［無料］

◎�ゆずりたいもの、ゆずってほしいものがあれば、観光産業
課（☎98-5521）までご連絡ください。
◎�掲載している人のご連絡先をお伝えしますので、恐れ入り
ますが、物品の詳細については直接連絡・交渉してくださ
い。（観光産業課では物品をお預かりしていません。）

　地域情報サイト「ジモティー」では不要なものを登録し
て引き取り手を探すことができます。

　  図書館行事予定　おはなしひろば ３月
　図書館では、ボランティアグループ「おはなしひろば」に
よる、絵本の読み聞かせを行っています。

［と　き］３月21日（土）　午後２時～（約30分間）
［ところ］�町立図書館内（児童エリア）
◆問合せ　町立図書館　☎98-5526

◆ JVCA交流大会　準優勝
　太子キラリ

◆�大阪中学校総合体育大会　南河内地
区予選　南河内地区新人大会　優勝
　町立中学校　女子バスケットボール部

◆第63回技能五輪全国大会　銅メダル
　メカトロニクス　道端 翔大

◆富田林市民大会　３位
　太子町ジュニアサッカークラブ　６年生

◆加賀田チャレンジカップ　準優勝
　太子町ジュニアサッカークラブ　６年生

◆ひよこ杯　準優勝
　太子キラリ

◆北野杯　５年生大会　第３位
　太子キラリ

◆富田林市民大会　優勝
　太子町ジュニアサッカークラブ　５年生

◆富田林ロータリーカップ　２位
　太子 FC　町立中学校

◆大阪府知事感謝状
　伊庭 純夫
◆大阪保護観察所長感謝状
　加納 加代子
◆大阪府保護司会連合会会長表彰
　石谷 淳二

◆�大和会館主催第21回�
ルーキーチャレンジ2025大会�
小学４年生の部　勝利者賞�
空手道松井道場　町立磯長小学校�
４年生　林 奏斗

◆�大和会館主催第21回�
ルーキーチャレンジ2025大会�
中学生の部　勝利者賞�
空手道松井道場　町立中学校�
２年生　澤田 柚乃

◆�第19回芦原会館少年四国地区
SABAKI トーナメント
　組手の部　小学４年男女混合の部　３位
　�空手道松井道場　町立山田小学校�
４年生　大月 龍翔

5

みんなの
ひろば

がんばった人に
（敬称略）

はなまる ふれあい掲示板
◆人権擁護委員法務大臣感謝状
　刀根 道夫
◆近畿地方更生保護委員会委員長表彰
　津田 隆志
◆近畿地方保護司連盟会長感謝状
　伊庭 登美子
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の中の数字は、たいしくんスマイルのスマイル（ポイント）数です。

3月の
乳幼児健診 対象児 実施日 ４月の乳幼児健診 対象児 実施日

4か月児健診 令和7年10月13日～令和7年11月12日生まれ 3月12日（木） 2歳６か月児健診 令和5年8月1日～令和5年9月30日生まれ 4月2日（木）

1歳６か月児健診 令和6年7月1日～令和6年8月31日生まれ 3月10日（火） 3歳６か月児健診 令和4年8月1日～令和4年9月30日生まれ 4月14日（火）

5歳児健診 令和3年2月1日～令和3年4月1日生まれ 3月 5日（木） ※乳幼児健診の実施時間は、個別に通知します。

４か月児健診は、４月からその月に満４～５か月となる乳児を対象に２か月に１回（奇数月）行います。

歯★ピカ相談 妊娠中の人や出産後１年の女性・
乳幼児 3月18日（水）

［と　き］午前11時～
 �歯科衛生士によるお口や歯に関する相談や歯みがき・仕上げみがきの
指導などを行います。（要予約）

●母子保健 ★�かならず母子手帳を
お持ちください。

 町立保健センター（2階すこやかホール）場所

休 日
急病診療

種類 診療場所 診察日 受付時間

内科・歯科 休日診療所 ☎28-1333
日 曜 日
祝 日
年末年始

　午前9時～11時30分
　午後1時〜３時30分
※歯科については午前
　のみ。

富田林市向陽台1-3-38

小児科 富田林病院☎29-1121
富田林市向陽台1-3-36

小児夜間救急
（中学生まで）

大阪南消防局
☎072-958-0119
※当番病院案内。

午後８時～翌朝８時（１年中）
土日・祝日・年末年始は午後４時～
※�直接、病院へ行かれても受診できません。

病院案内
ダイヤル

大阪府救急医療情報センター
☎06-6693-1199 24時間対応（１年中）

救急医療
相談窓口

【24時間・365日】
☎＃7119

☎06－6582－7119
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など））

　病院に行ったらいいの？救急車を呼んだ方がい
いの？応急手当の仕方が分からない。など、救急
医療相談を「医師」「看護師」「相談員」が24時
間受け付けます。《緊急時は迷わず119番へ》

大 阪 府
小児救急
電話相談

【午後7時～翌朝8時】
☎＃8000

☎06－6765－3650
（固定電話（ＩＰ・ダイヤル回線など））

　夜間の子どもの急病時、病院に行った方がよい
かどうか判断に迷ったときは、お電話ください。
｢こどもの救急」ホームページ（http://kodomo
－ qq.jp/）でも、受診判断の目安となる情報を
掲載していますのでご活用ください。
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●毎月19日は食育の日！
［保存方法］
湿らせた新聞紙
やペーパータオ
ルで葉を包み冷
蔵庫で立てて保
存する。また、
下茹でした後に
冷凍保存すれ
ば、栄養価を保
ちながら必要な
分だけ使えるの
で便利です。
参照：�JAグループ　ホウレンソウ｜とれたて大百科｜食や

農を学ぶ
◆問合せ　いきいき健康課　☎98-5520

　「食育」とは、様々な経験をつうじて、「食」に関する知
識やバランスの良い「食」を選択する力を身に付け、健全
な食生活を行う力を育むことです。毎月19日は、自分や家
族の食生活を見直す「食育の日」です。旬の食べ物の栄養
価や選び方、調理の工夫、おすすめレシピなどを紹介します。

「ほうれん草」
　夏に比べて冬にとれるほうれん草は、葉が肉厚になり、
甘味・栄養価が高くなります。寒さで免疫力が落ちやすい
この時期にぴったりな栄養素をたくさん含み、特にビタミ
ンCとビタミンAが豊富です。ビタミンCは、風邪の予
防や疲労回復に役立ち、ビタミンAは、体内で免疫機能を
サポートし、細菌やウイルスの侵入を防ぐ働きをしていま
す。根元の赤い部分にも栄養や甘みがあるので、捨てずに
一緒に食べましょう。

●健康相談 町立保健センター 大阪府富田林保健所場所 場所・問合せ

種　類 実施日時 内　　容
保健師・
管理栄養士
による健診
結果説明・
健康相談

3月27日（金）
午後1時30分～

４時30分
（予約制）

医療機関で受診した健診結果を
持参して頂くと健診結果について
説明します。
また、生活習慣病予防や疾病
予防・介護予防に関するご相談
をお伺いします。お気軽にご相談
ください。（予約必要・当日でも可）5

種　　　類 実施日時 備　　考
こころの健康相談
☎23-2684（富）

月～金・予約制
午前9時～午後０時15分/午後1時～５時45分

（年末年始、祝日を除く）
予約制

エイズに関する相談
☎23-2683（富）

月～金
午前9時30分～午後０時15分/午後1時～５時

（年末年始、祝日を除く）

予約は不要
電話相談も可能

医療機関に関する相談
☎23-2681（富）

月〜金
午前9時～午後０時15分/午後1時～５時30分

（年末年始、祝日を除く）
★�骨髄バンクドナー登録や腸内細菌検査、飲用水・井戸水検査なども行っています。
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●健康づくり 町立保健センター場所
種　　類 実施日 実施時間 内　　容

町内ウォーキング 3月 2日（月）
午前9時30分～

必ず水分補給のための飲み物（水・お茶）を持参して適宜水分補給をしましょう。
ただし、糖分の多く含まれる飲み物には気をつけましょう
雨天の場合、中止となります。ストックウォーキング 3月17日（火）

5

受けましょう！がん検診受けましょう！がん検診
　がん検診は無料です。対象のご家族やお友達と誘い合わ
せてご予約ください。
●役場で受けるがん検診（予約制）
　今年度最後の役場で受ける大腸がん検診です。
［と　き］�３月11日（水）
［ところ］�町立保健センター
［対　象］�40歳以上の人
［申　込］�あらかじめ町立保健センターへ電話でお申込みの

うえ、午前10時～午後１時の間に検体キットを
お持ちください。

●病院（指定医療機関）で受けるがん検診
　個別に病院（指定医療機関）で受けられるがん検診は、
３月31日（火）までです。
　予約が取れなくなる場合がありますので、対象となる人
はお早めにご予約ください。
・子宮頸がん　

［対　象］�20歳以上の女性、昭和偶数年、平成奇数年生ま
れの人

・乳がん　
［対　象］�40歳以上の女性、昭和偶数年生まれの人
・胃がん（胃内視鏡検診）　
［対　象］�満50歳以上の人、昭和偶数年生まれの人
・大腸がん
［対　象］�40歳以上の人
※�太子町健康マイレージ事業「たいしくんスマイル」では、
がん検診１種類につき10スマイル（ポイント）、さらに
昨年に引き続き受診すると連続ボーナス５スマイルがも
らえます。
　がん検診について、詳しくは下記二次元コードから町ホ
ームページをご確認ください。
　　　　　　　  町ホームページは、こちらから▶
◆申込・問合せ　いきいき健康課　☎98-5520

こころほぐしの会（こころの健康相談会） こころほぐしの会（こころの健康相談会） 
　この相談会では、臨床心理士があなたの気持ちに寄り添いながら、仕事や家族、子育ての悩みなどに関するこころの整理
のお手伝いをします。
　子育て中のママ・パパも気軽に利用できます。相談内容は、ご自身やご家族が悩んでいること、どんなことでも構いません。
　気軽にご利用ください。
［と　き］�３月25日（水）　①午前10時～、②午前11時～、③午後１時30分～、④午後２時30分～
※①②の予約枠は、お子さんの保育も可能です。
［ところ］�町立保健センター
［対　象］�町内在住・在勤の人
［内　容］�臨床心理士による悩み・不安・ストレス・うつなどの心理的問題に対する個別相談
［費　用］無料
［申　込］�事前に電話でご予約ください
◆申込・問合せ　いきいき健康課　☎98-5520

400ml 献血へのご協力をお願いします400ml 献血へのご協力をお願いします
　私たちの体は、異物が体内に侵入してきた時に激しく防
御します。輸血に同じ血液型の血液を使用するのはこのた
めですが、同じ血液型といっても実は一人ひとり微妙に異
なり、同型であっても何人もの血液を輸血することは必ず
しもベストではありません。
　400㎖献血は、200㎖献血と同様にすべての血液成分を
頂く献血方法ですが、患者さんが輸血をうける場合、200
㎖献血に比べて半分の人数の献血者から頂く血液で済みま
すので、輸血による感染症や副作用を少なくすることがで
きます。
［と　き］�３月27日（金）　�午前10時～正午�

午後１時～４時
［ところ］�町立保健センター
［対　象］�男性：17歳～69歳　女性：18歳～69歳
※�ただし、65歳～69歳までの人は、60歳～64歳までに献
血の経験がある人に限られます。
※男女とも体重50kg 以上。最高血圧90mmHg以上。
●献血の回数（１年に献血できる回数）
　男性：３回以内（1,200㎖以内）
　女性：２回以内（800㎖以内）

●献血の間隔
　男性：12週間後の同じ曜日、女性：16週間後の同じ曜日
　なお、次に該当する人は、献血をご遠慮頂く場合があり
ますのでご注意ください。
・�当日の体調不良、服薬中、発熱などの人、出血をともな
う歯科治療（歯石除去を含む）を受けた人
・�一定期間内に予防接種を受けた人
・�６か月以内にピアスの穴をあけた人
・�外傷のある人（傷の状態によります）
・�動物にかまれた人
・�特定の病気にかかったことのある人（心臓病、悪性腫瘍、
けいれん性疾患、血液疾患、ぜんそく、脳卒中など）
・�海外旅行者や海外で暮らしたことのある人
・�輸血暦、臓器移植暦のある人
・�妊娠中、授乳中の人
　など。採血基準は、献血にご協力頂ける人の健康を保護
するために、国が定めたもので、採血は、問診結果などを
踏まえて総合的に判断されます。
　献血された人には粗品をご用意しています。詳しくは、
お問い合わせください。
◆問合せ　いきいき健康課　☎98-5520
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健康
information
いきいき健康課

（町立保健センター内） ☎98-5520
富田林保健所　  ☎23-2681
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令和８年度 大阪府手話通訳者養成講座の令和８年度 大阪府手話通訳者養成講座の
受講者募集受講者募集

令和８年度大阪府点訳・朗読奉仕員中級養成講座令和８年度大阪府点訳・朗読奉仕員中級養成講座
受講者募集受講者募集

太子町
高齢者情報局

令和８年３月号

　太子町の高齢者情報局は、高齢者の暮らしに必要なお知らせを
提供します。
　今回は、「認知症について考える座談会」「介護予防講座 体操と
簡単つぼ押しで健康長寿に」をお届けします。 子育て広場事業

　親子で参加できる、ひろばやイベントに行ってみよう！

事業名 と　き ところ 対　象 申込・問合せ先

赤ちゃん
会ぷらす

３月４日、18日　各水曜日
午前９時30分～11時30分

町立保健センター
２階

すこやかホール

１歳半までの
お子さんと
保護者

いきいき健康課
☎98-5520

すこやか
ひろば

３月11日、25日　各水曜日
午前９時30分～11時30分

町立保健センター
２階

すこやかホール

未就園児と
保護者

子育て支援課
☎98-5596

おひさま
ひろば

３月６日、13日　各金曜日
午前９時30分～午後３時
（正午～午後１時はランチタイム）
※�３月27日（金）は、ぽっぽひろば開設準備のため
お休みです。
※�午後から参加の場合、午後１時から入室できま
す。

町立幼稚園１階
おひさまひろば

★イベント★

●みんなでお散歩に出かけよう！
［と　き］�３月13日（金）　午前10時～
［持ち物］�飲み物・着替え（必要な人）、動きやす

い服装・帽子
［申　込］�不要

町立幼稚園１階
おひさまひろば

ひなた
ぼっこ

毎週月～金曜日　午前10時～午後３時
（正午～午後１時はランチタイム）
※�３月４日（水）・19日（木）午後、９日（月）・�
31日（火）・４月１日（水）終日はお休みです。

やわらぎ幼稚園内
子育て支援ルーム

やわらぎ子育て
支援センター

☎080-4239-1402

ひなたぼっこ LINE
は、こちらから▼

★イベント★

●公園で遊ぼう
［と　き］�３月26日（木）�

午前10時～11時30分
［申　込］�不要
※春休み中の兄弟児も参加可。

太子・和みの広場

★スペシャルイベント★（要予約）

未就学児と
パパ

●パパと遊ぼう！（先着25組）
［と　き］�３月８日（日）　午前10時～11時30分
［講　師］�あそび歌作家　小倉 げんき 氏
［申　込］�予約受付中。
※定員に達し次第、締め切ります。

町立生涯学習セン
ター「太子の森」
視聴覚室

■注意事項
・発熱、咳、喉の痛みなどの体調不良がある場合は利用できません。
・着替え、お茶などをお持ちください。
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

介護予防講座
体操と簡単つぼ押しで健康長寿に

認知症について考える座談会

　人の身体には「つぼ」と呼ばれるポイントがたくさんあります。肩こりや
腰痛の改善など、日々の健康のために役立つ方法を健康体操とともに紹介し
ます。
［と　き］�３月21日（土）　午後１時～２時
［ところ］�リハビリデイサービスサンテ
［対　象］�65歳以上の人
［内　容］�・自宅でできる元気体操�

・簡単つぼ押しで健康長寿
［定　員］�10人（先着順）
［参加費］�無料
※送迎を希望する人は、３月14日（土）までにお申込みください。
◆申込・問合せ　リハビリデイサービスサンテ　☎98-1551
　　　　　　　　地域包括支援センター（いきいき健康課内）　☎98-5538

　認知症の人やその家族・身近な人たちが集
まり、日ごろ感じていることや悩んでいるこ
とを話し合います。気持ちを共有したい人な
どはぜひ、ご参加ください。
［と　き］�３月25日（水）�

午後２時～３時30分
［ところ］�町立総合福祉センター
［対　象］�認知症の人、身近に認知症の人が

いる人
［定　員］�７人（先着順）
［参加費］�無料
◆申込・問合せ　�地域包括支援センター�

（いきいき健康課内） �
☎98-5538
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　大阪府登録手話通訳者を養成するため、下記①～③に関す
る講座を行い、通訳者に必要な知識と技術を習得して頂きま
す。
①言語としての手話に関する理解など
②聴覚障がい者・手話などに関する知識と心構え
③手話通訳者などの知識と心構え
［とき・ところ］�募集案内をご確認ください。
［募集期間］�２月24日（火）～３月19日（木）まで（必着）
［対　象］�大阪府内に在住、または、在勤の人で、手話を用

いて聴覚障がい者と日常会話が可能な人（初心者
不可）。ただし、大阪府の手話通訳者としてすでに
登録されている人は受講できません。

［定　員］�各会場10人程度、受講判定試験あり（森之宮会場
のみ、昼の部10人程度×２クラス、夜の部10人
程度×２クラス）

［受講料］�無料（テキスト代などの教材費は実費負担）
［申　込］�申込書に必要事項を明記し、郵送、または、下記

二次元コードからお申込みください。
� 申込みは、　 　　 
� こちらから▶
※�募集案内及び申込書は、役場庁舎１階　福祉介護課で配布

しています。
［郵送先］�〒537-0025　大阪市東成区中道１丁目３番59号 

大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター内 
公益社団法人 大阪聴力障害者協会 
大阪府手話通訳者養成講座担当

◆申込・問合せ　�公益社団法人 大阪聴力障害者協会�
☎06-6748-0380�
（�平日　午前９時～午後９時、�
土曜日　午前９時～午後５時30分）

　視覚に障がいのある人のために、声の図書、点字本の製作、
対面朗読などのボランティア活動をして頂ける人で、これら
の基礎的な知識・技能のある人を対象に、さらにスキルアッ
プを図る「①点訳奉仕員中級養成講座」「②朗読奉仕員中級
養成講座」を行います。
［と　き］�６月４日～12月３日　毎週木曜日（全24回）
※ただし、７月２日、８月13日、10月８日を除く。
［ところ］�大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター
［対　象］�以下の受講資格をすべて満たす人を対象とします。

なお、過去に本講座を修了した人、初めて学習す
る人は受講できません。 

（１）大阪府内に居住、または、勤務している人 
（２）�市町村などが行う初級点訳・朗読奉仕員養成

講座を修了した人、または、同等の技術力を
習得していると認められる人

　　　　 （３）�講座修了後、視覚に障がいのある人のために
府内で点訳・朗読奉仕員として活動する人

［定　員］�各25人
※受講判定試験あり。（５月14日（木）予定）
［受講料］�無料（教材費の一部は実費負担）
［申　込］�４月24日（金）（必着）までに、郵送、ファックス、ま

たは、申込フォームからお申込みください。
　詳しくは、大阪府ホームページをご覧ください。
※ホームページは、３月９日（月）から公開されます。
� 詳しくは、こちらから▶
◆申込・問合せ　�一般財団法人大阪府視覚障害者福祉協会�

〒537-0025　大阪市東成区中道１丁目３番59号�
視覚障がい者支援センター内�
☎06-6748-0611（平日　午前９時～午後５時）�
FAX06-6748-0631

5

14 広報たいし 2026.03 15広報たいし 2026.03



　

　

　マイナンバーカードに関する手続きのための臨時休日窓
口を下記のとおり開設します。
※申請はできませんので、ご注意ください。
［と　き］�３月15日（日）　午前９時30分～正午
［ところ］�役場庁舎１階　住民人権課
［持ち物］�マイナンバーカード受け取りの人 

①マイナンバーカード交付通知書（ハガキ）、②
本人確認書類、③マイナンバーカード交付通知書

（ハガキ）に記載の本人確認書類、④通知カード（お

持ちの人のみ）、⑤住民基本台帳カード、または、
マイナンバーカード（お持ちの人のみ） 
電子証明書の更新の人�
①マイナンバーカード、②設定して頂いた暗証番
号が分かるもの

※�暗証番号は、利用者証明用電子証明書など：数字４ケタ、
署名用電子証明書：英字大文字と数字の組合せで６～16
文字。
◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

マイナンバーカードに関する臨時休日窓口の開設マイナンバーカードに関する臨時休日窓口の開設

　人権コーナー「気づく」では、人権に関する様々な問題や啓
発推進情報をお知らせします。
　小さなことでもまず気づくことが、お互いを尊重し、一人ひとり
が豊かに生きることができる社会につながる。「気づく」には、そん
な願いが込められています。

特設人権相談
　差別やいじめなど、人権にかかる悩みや疑問に人権擁護
委員が応じます。秘密は厳守します。（相談無料）
［と　き］�３月10日（火）　午後２時～４時
［ところ］�役場庁舎３階　第２会議室
［人権擁護委員］�内田 久美子（太子） 

関戸 充代（太子） 
杉田 貴久子（春日） 
上田 哲也（山田） 
筒井 真澄（山田）

◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

人権コラム「よき日へ」 外国にルーツのある保護者と
子どもも安心できる学校・地域に 大阪教育大学　池上 英明

情報流通プラットフォーム対処法（旧プロバイダ責任制限法）
　情報流通プラットフォーム対処法は、SNS などにおけ
る誹謗中傷などの違法・有害情報に迅速かつ適切に対応す
るため、大規模プラットフォーム事業者に削除申出への対
応や運用状況の公表を義務づける法律です。
　この法律は、従来の「プロバイダ責任制限法」を改正し、
令和７年４月１日に施行されました。法令名も「特定電気
通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対
処に関する法律」へと変更されています。
� 詳しくは、こちらから▶
◆住民人権課　☎98-5515

●もうすぐ入学式・始業式です。小学校では新１年生が期
待と不安をいっぱいかかえて学校にやってきます。入学式
会場では椅子に座りながら床につかない足をブラブラさせ
ている子どもたちの姿が…。でも、今、学校に通えていな
い外国にルーツのある子どもたちがいます。●昨年10月文
部科学省（以下文科省）は「令和６年度における学齢相当
の外国人の子供の就学状況」を公表しました。それによると、
学齢相当の外国人の子どもの人数（住民基本台帳上の人数）
は163,358人 でこれは前回調査より12,663人増えています

（前回比8.4％増）。しかし、このうち、不就学の可能性があ
る外国人の子どもの数は8,432人（前回比169人減）なので
す。●外国籍の子どもが不就学となる主な理由は、保護者
に就学義務がないこと、経済的困難（学費、生活費）、日本
語や学習内容の理解困難、本国への帰国予定、親の長時間
労働や不安定な生活、適切な情報不足などが挙げられ、結
果として学校に行きたくても行けない状況や、行政が把握
しにくい状況が生まれています。●文科省は「我が国にお
いては、外国人の子の保護者に対する就学義務はありませ
んが、公立の義務教育諸学校へ就学を希望する場合には、
国際人権規約等も踏まえ、その子を日本人児童生徒と同様
に無償で受け入れているところです」（文科省ＨＰ）として
います。日本が批准する国際人権規約は「すべての人の教

育を受ける権利を保障、初等教育は義務的かつ無償」と定
めています。●しかし、実際は、経済的困難、日本語の理
解が難しいこと等々により、多くの子どもが就学出来てい
ない状況にあります。さらに昨今の「日本人ファースト」
の空気は、地域に暮らす外国にルーツのある保護者や子ど
もたちの不安感を高めていないのか心配でなりません。●
私たちは正確な情報が無いと不安に陥り、時には人を傷つ
ける行動に走ってしまうこと、また、傷つけられる場合も
あることを「新型コロナウイルス感染症」で体験しました。

「中国人の入店おことわり」の貼り紙、米国内で発生した「ア
ジア人への暴言・暴力」など、今、思い出すと本当に恐ろ
しくなります。●今、外国人による犯罪が増加しているか
のような言説が広まっていますが、実際は「日本で暮らす
外国人は20年間で倍増していますが、外国人犯罪は３割も
減っている」のです（東京新聞2025年７月19日）。早稲田
大学の田辺俊介教授は「排外主義との向き合い方」（毎日新
聞「論点」2025年12月17日）について、「暮らし知れば偏
見減る」と述べられています。外国にルーツのある人々も
共に地域で暮らす生活者であること、名前のある隣人とし
て向き合う関係を築く必要があるのではないでしょうか。
そうすることで、外国にルーツのある保護者と子どもも安
心できる学校や地域にできると思うのです。

～あなたが主役のまちづくりへ～町長直通便の報告～あなたが主役のまちづくりへ～町長直通便の報告
（令和７年10月分～12月分）

　町長直通便は、町政に望んでいることやご意見を頂くため行っています。
　令和７年10月～12月には、みなさまから10件のご意見が寄せられました。ここでは、みなさまから寄せられたご意見などの
概要を紹介します。頂いたご意見及び回答の内容について詳しくは、町ホームページ及び役場庁舎１階 フロアでも公表していま
すのでご覧ください。

●令和７年10月～12月の期間に寄せられた町長直通便の内容と件数
分　      　類 　頂いたご意見などの概要 件    数

生活環境
・�カーブミラーが汚れていて見えないところが何か所もあるので定期的にメンテナンスを
してほしい。
・�クリーンキャンペーンにもっと子どもたちが参加できるような工夫をしてほしい。

２

公共交通

・�公共交通に関して
　　上ノ太子駅前バス停留所での発車時刻を覚えやすい時刻にしてほしい。
　　上ノ太子駅町内周回線など循環系統路線の廻り方を一方向にしてほしい。
　　運転手休憩所として利用している建物で定期券販売をしてほしい。
・�上ノ太子駅に急行列車を停車させてほしい。

２

学校・社会教育・
子育て

・�町内で行われているイベントで子どもたちの活動を披露する機会を増やしてほしい。
・�保育園などの入園・継続の書類をオンライン申請にしてほしい。
・�町立磯長小学校の長期休暇時に放課後児童会で給食を導入してほしい。
・�自宅と町立磯長小学校の間の側溝に土が溜まって大雨になると溢れるので対処してほし
い。

４

その他
・�ふるさと納税の収入で各種証明書などの発行手数料や保険料・税金などを減免・減税に
してほしい。
・�庁舎案内板を正面玄関近くに設置してほしい。また、休日夜間入口の表示もしてほしい。

２

計 10

●町長直通便の利用方法
　町ホームページ「町長の部屋」の「町長直通便入力フォーム」を利用されるか、役場庁舎１階 フロア及び町立生涯学習センター 
交流スペース、町立総合スポーツ公園総合体育館に提出箱を設置していますので、所定の様式に明記し、投函してください。
※�みなさまから寄せられたご意見は、全て町長が読ませて頂き回答していますが、住所、氏名の明記がない場合、回答できま
せんので必ずご明記ください。
◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531

自 衛 官 募 集自 衛 官 募 集
●一般幹部候補生
　将来の自衛隊を担う幹部自衛官を養成するコースです。
［応募資格］�・�大卒程度試験 

日本国籍を有する22歳以上26歳未満の人。修
士課程修了者などは、28歳未満の人。

　　　　　 ・�院卒者試験
　　　　　 ・�日本国籍を有する人で、修士課程修了者など、

かつ、20歳以上28歳未満の人。
［受付期間］�①３月１日（日）～４月３日（金） 

②４月22日（水）～６月５日（金）
［試験期日］�・�１次試験 

①に受け付けた人�
４月11日（土）筆記試験 
４月12日（日）筆記式操縦適性検査 

（12日は海空の飛行要員のみ）
　　　　　　 �②に受け付けた人�

６月13日（土）筆記試験 
６月14日（日）筆記式操縦適正検査 

（14日は海の飛行要員のみ）

●一般曹候補生
　各部隊の中核となる陸・海・空曹自衛官を養成する制度で
す。
［応募資格］�日本国籍を有する18歳以上33歳未満の人
［受付期間］�３月１日（日）～５月７日（木）
［試験期日］�１次試験　筆記試験 

５月16日（土）～24日（日）のいずれか１日が指
定されます。

［その他］�・身分は特別職国家公務員。 
・�昇給年１回、ボーナス年２回（６月、12月）、

週休２日制、年次休暇などあり。
　詳しくは、お問い合わせ頂くか、下記二次元コードから自
衛隊大阪地方協力本部ホームページをご確認くだ
さい。
� 詳しくは、こちらから▶
◆問合せ　自衛隊大阪地方協力本部富田林地域事務所　
　　　　　☎24-3799

人権コーナー
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催　　し

資料館友の会歴史講座

　太子町のぶどうの歴史などについて
の講座を行います。（要予約）
［と　き］�３月15日（日） 

午後２時～３時
※質疑応答を含む。
※受け付けは、午後１時45分～。
［ところ］�町立生涯学習センター 

「太子の森」３階 研修室
［テーマ］�太子町のぶどうづくり―令

和７年度夏季展示より―
［講　師］�鎌谷 祐里 氏 

（歴史資料館学芸員）
［定　員］�40人（先着順）
［参加費］�300円（資料代など）
※�竹内街道歴史資料館友の会会員及び

太子町観光ボランティア「太子・街
人（ガイド）の会」会員は受講料無
料。

※�当日は、友の会会員の入会受付を行
います（年会費あり）。

［申　込］�３月14日（土）までに、電話
でお申込みください。（住所・
氏名・電話番号）

◆申込・問合せ　町立歴史資料館
　　　　　　　　☎98-3266

「図書館で春あそぼ！」

　町立図書館友の会「ブックワーム」
が、第４回春あそぼ企画として「図書
館で春あそぼ！」を行います。
［と　き］�３月25日（水） 

午前10時30分～11時30分
※受け付けは、午前10時10分～。
［ところ］�町立生涯学習センター 

「太子の森」３階　 
研修室１・２

［対　象］小学生
［参加費］�無料
［申　込］�下記二次元コードからお申

込みください。
� 申込みは、　　　　
� こちらから▶
※�町立図書館の利用者カードをお持ち

の人は、ご持参ください。
◆問合せ　町立図書館　☎98-5526

お知らせ

「日本のおいしい天然水」を
寄贈頂きました

　ダイドードリンコ株式会社から、災害
時における備蓄水として、日本のおい
しい天然水を240本寄贈頂きました。
　寄贈頂いた水は、災害時や防災訓練
時などに有効活用します。温かいお心
遣いに、心より感謝します。
◆問合せ　自治防災課　☎98-5525

男女共同参画推進懇話会傍聴

　第２回男女共同参画推進懇話会を傍
聴頂けます。
［と　き］�３月５日（木）　午後３時～
［ところ］�町立生涯学習センター 

「太子の森」３階　研修室２
［定　員］�６人程度
［傍　聴］�開催時刻までに、受け付け

で住所及び氏名をご明記く
ださい。（先着順）

◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

３月の町コミュニティバス定
期券の臨時販売窓口

　太子町コミュニティバス定期券を臨
時販売窓口で購入・受け取りされる人
は、18日（水）までに事前に予約が必
要です。下記予約フォーム、または、
電話でご予約ください。
※事前予約がない場合、開設しません。
［と　き］�夜間窓口 

３月19日（木） 
午後５時30分～８時 
休日窓口�
３月21日（土） 
午前９時30分～正午

［ところ］�役場庁舎３階　秘書政策課
事前予約は、こちらから▶
◆申込・問合せ
　秘書政策課　☎98-5531

コンビニ交付のサービス停止

　マイナンバーカードを利用して住民
票の写し及び印鑑登録証明書がコンビ

ニで取得できる「コンビニ交付」は、
３月19日（木）　午後11時～26日（木）
午前６時30分までの期間中、システ
ム作業のためご利用頂けま
せんので、ご注意ください。
� 詳しくは、こちらから▶
◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

住民票の写しなどを不正取得
された場合の本人（被害者）
への告知

　町では、住民票の写し、戸籍謄本な
どが万が一不正取得された場合、本人
に告知する被取得者への被害告知制度
を行っています。本制度は、住民票の
写しなどを不正取得されたことが明ら
かになった際、その事実を本人に告知
することにより、本人の権利利益の侵
害を防止するとともに、さらなる不正
取得の抑止効果を目的とするものです。
　詳しくは、町ホームページをご覧く
ださい。
　町ホームページは、
� こちらから▶
◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

公共施設予約システムの運用
開始

　３月２日（月）から、公共施設予約シ
ステムの運用を開始します。このシス
テムでは、町立万葉ホールと町立生涯
学習センター「太子の森」を24時間
ネットでご予約頂けます。スマホやＰ
Ｃで空き状況の確認、申込、支払い手
続きが簡単にでき、窓口・電話での手
続きが不要となります。各種キャッ
シュレス決済にも対応しています。
　利用方法説明会を行います。ぜひご
参加ください。
［と　き］�３月10日（火）、13日（金） 

午後１時30分～
［ところ］�町立生涯学習センター 

「太子の森」３階　研修室
［申　込］�不要（直接お越しください）
※利用にはアカウント登録が必要です。
　　システムのご利用は、
　　　　 　　こちらから▶
◆問合せ
　総務財政課（町立万葉ホール）
　☎98-0300
　�町立生涯学習センター「太子の森」
　☎98-5530

令和８年度　非常勤職員を募集します令和８年度　非常勤職員を募集します
［申込方法］� エントリーシート（写真貼付）及び応募資格要

件の証明書などの写しをご提出ください。
※申込書類は返却しません。
※�エントリーシートは、秘書政策課で配付します。また、町
ホームページからもダウンロードできます。

［申込期間］�３月２日（月）～11日（水）　�
午前９時～午後５時30分（土日、祝日を除く）

［申込場所］�役場庁舎３階　秘書政策課

［採用方法］�受付終了後、書類審査・面接などにより任用の
決定を行います。面接時間は別途連絡します。

※面接時間は１人10分程度です。
［任用期間］�４月１日（水）～令和９年３月31日（水）
※�勤務成績が良好な場合は、更新あり。 ただし、
非常勤専門職員は通算５年、非常勤任用職員は
通算３年を限度とします。
� ダウンロードは、こちらから▶

職種 募集
人数 主な業務内容 報酬 勤務形態 面接日 応募資格

非
常
勤
専
門
職
員

図書司書 若干
名

司書業務、事業
企画及び運営、
事務作業など

201,700円
（月給）

［勤務時間］�午前９時45分～午後６時15分
［勤務日］�火～日曜日のうち週５日勤務（シフ

ト制）
※社会保険・賞与年２回あり。

３月17日（火）図書司書

臨時保育指導員
（預かり保育
指導員）

１人 町立幼稚園での
預かり保育業務

1,430円
（時給）

［勤務時間］�水曜日：午後０時45分～５時15分�
水曜日以外の平日：午後１時45
分～５時15分

※シフト制で週２～３日勤務。
※�長期休業中で指示のあった日は、午前８時
15分～午後５時15分の間で指定する時間。

３月23日（月）保育士免許、または、幼稚園教諭免許

家庭相談員 １人

育児ボランティ
アの開拓や育成
支援
こどもの居場所
づくりの企画

173,520円
～

179,680円
（月給）　　　　
※�資格によ
り異なり
ます。

［勤務時間］�午前９時～午後５時15分
［勤務日］�月～金曜日の週４日勤務
※社会保険・賞与年２回あり。

３月16日（月）
午後

①を必要とし、かつ、②③
のいずれかの資格を有する
人、かつ児童福祉に関する
仕事の知識と経験を有する
人
①普通自動車運転免許
（AT限定可）
②保育士資格（173,520円）
③教員免許（179,680円）

学芸員・歴史資料
館施設管理者 １人

資料館事業の企
画・運営、収蔵
資料管理、施設
管理業務・事務
作業など

204,800円
（月給）

［勤務時間］�午前９時～午後５時15分
［勤務日］�火～日曜日（月曜日が祝日の場合は

勤務あり）のうち週５日勤務（シフ
ト制）

※状況により時間外勤務あり。
※社会保険・賞与年２回あり。

３月17日（火）
午前

学芸員資格
普通自動車運転免許（AT
限定可）

放課後児童
支援員 ３人

放課後児童会施
設で児童に遊び
をつうじて安全
保護及び生活指
導を行う業務

1,380円
（時給）

［勤務時間］�・月～金曜日　放課後～午後６時�
・�土曜日、祝日以外の学校休校日
８時間以内、または、前後半の
二交代制

［勤務日］�シフト制で週５日の勤務
※状況により時間外勤務あり。
※社会保険あり・賞与年２回あり。

３月16日（月）
午前

①、②、③のいずれかに該
当する人
①放課後児童支援員認定資
格研修修了者
②保育士、または、教員免
許などを有する人
③実務経験（２年以上）を
有する人放課後児童会

代替支援員 1人

代替支援員とは、常勤支援員・補助員の休暇
取得などにより一時的に欠員が生じたとき、
その代替で勤務する人です。
［勤務時間］�上記「放課後児童支援員」と同じ。

非
常
勤
任
用
職
員

放課後児童
補助員 ３人 放課後児童会施

設で児童に遊び
をつうじて安全
保護及び生活指
導を行う業務

1,310円
（時給）

非常勤専門職員の放課後児童支援員と同じ
３月16日（月）

午前

資格要件はありません。

放課後児童
代替補助員 １人 非常勤専門職員の放課後児童会・代替支援員

と同じ

生涯学習センター
受付・事務
（夜間）

１人 貸館業務、事務
作業、清掃など

1,250円
（時給）

［勤務時間］�午後５時15分～９時15分
［勤務日］�火～日曜日のうち週３日勤務（シフ

ト制）　　　　　　　　　　　
※�事業・シフト状況などにより、午前９時～
午後５時の間で指定する時間の勤務あり。
※社会保険・賞与なし。

３月17日（火）
午後

※全ての職種について、交通費支給あり。
◆問合せ　秘書政策課　☎98-5531

18 広報たいし 2026.03 19広報たいし 2026.03



子 育 て

ひとり親家庭などの相談窓口

　大阪府富田林子ども家庭センターで
は、母子・父子自立支援員が、ひとり
親家庭の皆さんに対して、就業や生活、
子育てなどについて相談や情報提供な
どの支援を行っています。
　面談、または、電話により、支援を
行っていますので、ぜひご活用くださ
い。
◆問合せ
　大阪府富田林子ども家庭センター　
　ひとり親相談専用ダイヤル
　☎24-5169

サポートブック「ともに」を
ご利用ください

　サポートブック「ともに」は、成長・
発達に関して支援や配慮を必要とする
お子さんの様子を記入し、保護者にご
活用頂くものです。
　入園・入学時、福祉サービスを利用
するときなどに、サポートブックを学
校園や支援機関に見てもらうことで、
・�お子さんの成長の経過や状況を説明

しやすい
・�相談機関で受けたアドバイスの内容

を支援者と共有できる
・�これまでのお子さんへの関わり方が

的確に伝わる
など、切れ目のない一貫した支援を受
けることが期待できます。
　サポートブックは役場庁舎１階　子
育て支援課で配布、または、町ホーム
ページからダウンロード頂けます。ぜ
ひ、サポートブックをご活用ください。
　　　　ダウンロードは、
　　　　 　　こちらから▶
◆問合せ
　子育て支援課　☎98-5596

太子町こども誰でも通園制度
『ニコニコぽっぽ』利用希望
者募集

　４月７日（火）から「太子町こども誰で
も通園制度」が始まります。
　　　　　詳しくは、
　　　　　　こちらから▶

［募集期間］�３月２日（月）～ 
13日（金）

［定　員］�６人以内
［申　込］�電話でお申込みください。

利用が決定した対象者にご
連絡し、手続き方法につい
てお知らせします。

※�応募者多数の場合は、16日（月）に
抽選を行います。抽選で落選した場
合もご連絡します。

※�再募集は、受入れが可能となった際
に、町ホームページなどでお知らせ
します。
◆申込・問合せ
　子育て支援課　☎98-5596

太子町子ども服リユースイベ
ント（お譲り会）を行います

　使用済子ども服を回収し、お譲りす
るリユースイベントを行います。「Co2

削減のためにもリユース商品を利用し
たい」という人はぜひ、イベントにお
越しください。
●�子ども服リユースイベント�
（子ども服お譲り会）
［と　き］�３月４日（水）、18日（水） 

午前９時30分～正午
［ところ］�町立保健センター２階 

すこやかホール
［対　象］�町内在住の未就学児のお子

さんがいる家庭（母子手帳
や医療証など、お子さんの
生年月日がわかるものをご
持参ください）

［対象衣類］�サイズ110㎝までの子ど
も服

※�サイズや数量などは数にバラつきが
あるため、お目当てのリユース品が
ない場合があります。また、点検を
行っていますが、リユース品のため
汚れや不良がある場合がありますの
でご了承ください。

※�お持ち帰り用のマイバッグをご持参
ください。
●子ども服の収集
　引き続き、衣類の収集を行っていま
す。まだ使用可能なもので、洗濯済、
または、未使用の衣類をご提供くださ
い。
［収集期間］�３月４日（水）まで
［収集場所］�役場庁舎２階　環境農林課
［収集衣類］�サイズ110㎝までの子ども

服。くつ、靴下、帽子、パ
ジャマ、下着は対象外です。

※�衣類に記名がある場合、収集後に町
で塗りつぶすなどの対応はしませ
ん。
◆問合せ
　環境農林課　☎98-5522

赤ちゃん会イベントデー

　３月の赤ちゃん会イベントデーは、
保健師による「ワイワイおしゃべり会」
と、保健師からのお話を予定していま
す。
［と　き］�①３月４日（水）、 

②18日（水） 
　午前10時30分～

［ところ］�町立保健センター
［対　象］�１歳半までのお子さん
［内　容］�①ワイワイおしゃべり会 

②赤ちゃんの事故予防について
［費　用］�無料
［申　込］�不要
◆問合せ
　いきいき健康課　98-5520

こんぺいとう広場

　園庭開放を行っています。内容は、
直接園へお問い合わせください。
［と　き］�３月18日（水） 

午前９時45分～11時
［ところ］�やわらぎ幼稚園
※車での来園はご遠慮ください。
［対　象］�１歳～４歳未満のお子さん

と保護者
［持ち物］�着替え、飲み物、タオルなど
※おもちゃ、お菓子の持ち込み不可。
［申　込］�不要
◆問合せ
　子育て支援課　　☎98-5596
　やわらぎ幼稚園　☎98-1402

第３回 子どもとの関わり方セミナーを行いました！第３回 子どもとの関わり方セミナーを行いました！
　１月25日、「違いを受け入れる思いやりの力を育てる」をテー
マに、非認知能力を育てる実践を全国で伝えているボーク重子
さんをお招きし、セミナーを行いました。
　家族や子どもとの関係の中で、「どうして分かってくれないの？」
「普通はこうするのに」と感じた経験は、多くの人に心当たりが
あるのではないでしょうか。セミナーでは、こうした“すれ違い ”
の背景にある考え方に目を向けながら、非認知能力の一つで
ある「柔軟性」の大切さについて学びました。
　セミナーでは、変化や違いを「脅威」と捉えるか、「挑戦」
と捉えるかで、私たちの心と行動が大きく変わることが紹介さ
れました。違いを否定せずに受け止めることで、視野が広がり、
相手との関係も前向きに変わっていく、そんなメッセージが丁
寧に語られました。
　セミナーの後半では、家庭ですぐに実践できる方法として、
「再定義３ステップ」が紹介されました。
相手を認める
違いに対して感じた戸惑いや嫌な気持ちを否定しない

自分を認める
自分の考えや気持ちも大切にする
脅威→挑戦へ再定義
　「学びの機会」「新しい視点」として言葉を置き換えるという
シンプルなステップで、１日に１回１分から始められる内容です。
　「正解は一つではない」「相手にも相手の正解がある」。この
考え方を大人が身につけ、行動に移すことで、子どもは安心し
て自分らしさを発揮できるようになります。研修では、親子関
係だけでなく、夫婦、職場、地域など、様々な人間関係につ
うじる視点として、非認知能力の重要性が語られました。
　町では今後も、子どもの学びと成長を支えるために、大人
自身が学び続ける機会を大切にしていきます。次回は３月１日
（日）　午前10時から、町立万葉ホールで第４回子どもとの関わ
り方セミナーを行います。
　ぜひ、ご参加ください。
◆問合せ　生涯学習課　☎98-5534
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みんなで育てる「たいしの子」vol.31みんなで育てる「たいしの子」vol.31
子どもが主語の運動会へ
～自分らしく表現し、力を発揮する場に～
　町立幼稚園では、運動会の姿
が少しずつ変わり始めています。
　これまでのように、子どもたち
の日頃の頑張りや成長を保護者・
地域の皆さんに見てもらう“発表
の場 ”という良さを大切にしなが
らも「子どもを主語にした運動会」へと進化しています。
　運動会づくりの中心にあるのは、子どもたち一人ひとりの「興味・
関心」と「やってみたい」という内面から湧き出る気持ちです。
　今年は、秋の遠足で訪れた海遊館で心を動かされた子どもたち
に合わせ、「海の生き物」をテーマにしました。種目も子どもが自
ら「自分の好きな運動」「自慢の運動」「みんなに見てほしい運動」
を選びます。うんてい、音楽に合わせて一輪車に乗ることが好き
な子、それぞれが自分の得意や思いを生かして挑戦することで「自
分で選ぶ力」「最後までやりぬく力」「仲間と協力する力」など、

非認知能力が自然に育まれました。
　当日は、家族や友達、地域の皆さんの声援を受けて、日頃以
上の力を発揮する子の姿も多く見られました。応援を受ける喜び、
友達と助け合う達成感、うまくいかなくても挑戦する前向きな気
持ち、それら一つひとつの経験が、子どもたちの心を確かに成長
させ、笑顔の根っこ（非認知能力）が育まれます。
　教職員は、子どもたちの表情や言葉を丁寧に見取り、一人ひと
りが安心して挑戦できるように環境を整え、子どもたちの意欲を
支えています。
「学校園があって子どもがいるのではなく、
 “ 子どもがいて学校園がある”」
　子どもが主語の運動会は、子どもたちの
“ 笑顔の根っこ（非認知能力）”を育てる学
びの時間です。町立幼稚園では、これからも子どもたちが自分ら
しく表現し、仲間とともに力を伸ばしていく運動会をつくっていき
ます。
◆問合せ　教育総務課　☎98-5533

こども・子育てよりそい拠点 “ぽっぽひろば ”紹介
　おひさまぽっぽ（支援広場）・おひさまルーム（子育て
相談ルーム）・ニコニコぽっぽ（誰でも通園）を町内の幼
稚園に開設しています。
●おひさまぽっぽ
　おひさまひろばの名称を「おひさまぽっぽ」
に変更してリニューアルオープンします。
　４月からは、開設日も増えて利用しやすくなります。
　未就園児なら誰でも利用でき、親子で遊んだり、保護者
同士が気軽にお話したりできる交流の場です。
　詳しくは、広報たいし４月号をご覧ください。

●おひさまルーム
　「なかなか寝てくれなくて困る」「トイレはいつから始め
たらいい？」「子育てについて誰かに相談したい」など、
子育てに関する相談ができます。町立幼稚園１階　相談室
の個室でゆっくりお話できます。看護師や保育士などの専
門職員が話を聞き、一緒に考えます。１人で悩まずに気軽
に相談ください。
●こども誰でも通園制度【ニコニコぽっぽ】
　保育所などに通っていない０歳６か月～満３歳未満の子
どもが、月に一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の
就労要件を問わず保育所などに通うことができる制度で
す。詳しくは、P20ページをご覧ください。
◆問合せ　子育て支援課　☎98-5596

こども家庭センターこどもまんなかニュース　第８弾
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3
月
の
相
談

種　　類 日　　程 時　　間 場　　所 問い合わせ先
消　　費　　者※1

平日の（月）〜（金）

9：00〜16：00 富田林市役所 富田林市消費者センター ☎25-1000（内線186）

教育（いじめ110番・進路）

9：00〜17：00

教育委員会 教育総務課　☎98-5533

人　　　　　　権※2 住民人権課 住民人権課　☎98-5515

困難な問題を抱える女性 住民人権課 住民人権課　☎98-5515

就 労 観光産業課 観光産業課　☎98-5521

福祉（生活上の困りごと） 福祉介護課 福祉介護課　☎98-5519

心 配 ご と 10日（火）・25日（水） 13：30〜15：00 役場1階第2相談室 社会福祉協議会　☎98-1311 民生委員児童委員協議会　 　　　　　　　　
※1　消費者相談は正午〜午後1時までの間、対応できません。　※2　人権相談は、河南町・千早赤阪村役場での相談も可能です。

税

商品であって使用しない軽自
動車などに対する軽自動車の
課税免除

　町税条例第81条の９に基づき、販
売目的のために所有し、商品車として
展示され使用していない一定の要件を
満たす軽自動車などについて、令和３
年度課税分より、車両番号票の交付を
受けたものであっても、申請により軽
自動車税の課税免除を行います。
●対象車両
　古物営業法の許可を受けたものが所
有する三輪以上の軽自動車、排気量
125cc 以上の二輪車（二輪の軽自動
車及び二輪の小型自動車）のうち、下
記①～④の要件をすべて満たす軽自動
車など
①�賦課期日（４月１日（水））現在の登

録上の所有者及び使用者が、申請者
と同一であること。

②�軽自動車税申告書の所有形態欄に商
品車である旨の記載があること。

③�車両の用途が、リース車、レンタカー
（バイク）、試乗車、社用車、営業車、
または、代車など事業用のものでな
く、また、自己で使用するなどの販
売目的以外の使用がされていないも
のであること。

④�申請者が商品として取得してから賦
課期日までの走行距離が100㎞未満
であること。
●申請方法
　下記①～⑦の提出書類を添えて、申
請期間中に税務課までご申請ください。
①軽自動車税課税免除申請書
　（要綱様式第１号）
②�古物営業法第５条第２項に規定する

許可証の写し
③�自動車検査証の写し（継続検査のな

い二輪の軽自動車は、軽自動車届出
済証の写し）

④�古物営業法第16条に規定する帳簿
など（古物台帳）の写し

⑤�保管状況の写真（車両番号が確認で
きるもの、１台につき１枚）

⑥�申請者が商品として取得した時にお
ける走行距離が確認できるもの（古
物台帳の写し、走行距離メーターの
写真など）

⑦�賦課期日における走行距離が確認で

きるもの（走行距離メーターの写真
など）

※�申請書は、役場庁舎１階税務課窓口
で配布、または、町ホームページか
らダウンロードしてください。
●申請期間
　４月２日（木）～10日（金）
※土日、祝日を除く。
※�申請に対しては必要な審査、調査を

行ったうえで、課税免除の決定、ま
たは、却下の通知を発送します。

※�課税免除の決定後でも虚偽、または、
不正な申請により課税免除を受けた
事実、そのほか課税免除の要件に該
当しない事実が判明したときなど
は、課税免除の取り消しを行うこと
があります。 
◆問合せ
　税務課　☎98-5517

軽自動車・原付バイクなどの
手続きは３月31日（火）まで

　軽自動車税は、４月１日（水）から軽
自動車・原付バイクなどを所有してい
る人が納税義務者になります。４月２
日（木）以降に廃車や譲渡などの手続き
をしても、月割りではなく、その年度
の税額を全額納めて頂くことになりま
す。原付バイク、トラクターなどの農
耕車、軽自動車などを廃車・譲渡した
ときは、速やかに下記の軽自動車税申
告場所でお手続きください。
　廃車の手続きを行わない限り、軽自
動車税は課税されます。
　また、軽自動車・原付バイクなどの
所有者に何らかの異動が生じた場合
は、速やかに届出てください。
●軽自動車税申告場所
・�原付バイク（125cc 以下）、小型特

殊自動車、農耕作業用自動車
　⇒税務課　☎98-5517
・�軽自動車
　⇒�軽自動車検査協会大阪主管事務所 

和泉支所　☎050-3816-1842
・�軽二輪（250cc 以下）、二輪の小型

自動車（250cc 超）
　⇒�大阪府運輸支局和泉自動車検査登

録事務所　☎050-5540-2060
※�フォークリフトや農耕作業用（トラ

クター・コンバインなど）のように
限られた敷地内のみで使用され、公
道を走行しない車両であっても、軽

自動車税の課税対象となります。
　�税務課で標識を交付しますので、お

取り付けください。
　原動機付自転車及び小型特殊自動車
は、一時抹消制度がありません。動か
ない、または、乗る予定のないバイク
などを廃車手続きしたのち４月１日

（賦課期日）をまたいで同一名義人（ま
たは、同居のご家族名義）で再登録す
る場合は、課税対象になります。
◆問合せ
　税務課　☎98-5517

労　　働

ひとり親家庭のための就業支
援講習会受講生募集

　社福）大阪府母子寡婦福祉連合会で
は、下記の講座の受講生を募集してい
ます。
　申込方法や費用など詳しくは、大阪
府立母子・父子福祉センターホーム
ページをご覧ください。
　詳しくは、こちらから▶
※応募多数の場合は抽選。
●介護職員研修（初任者研修）
　全17回、土曜日コース20人
［と　き］�６月20日（土）～ 

11月28日（土） 
午前10時～午後５時

［ところ］�未来ケアカレッジ布施校
●介護職員研修（実務者研修）
　全９回、金曜日コース12人（内２
回は土曜日）、土曜日コース12人
［と　き］�６月27日（土）～ 

９月12日（土） 
午前９時～午後６時

［ところ］�①未来ケアカレッジ難波校、
②未来ケアカレッジ吹田千
　里丘校

※�ただし、６月20日（土）、27日（土）
の開講式、９月12日（土）、11月28
日（土）の閉講式のみ大阪府立母子・
父子福祉センターで行います。

※日程は、講義により変動があります。
◆申込・問合せ
　〒537-0025
　大阪市東成区中道1-3-59
　大阪府立母子・父子福祉センター
　母子家庭等就業・自立支援センター
　☎06-6748-0263

３月は自殺予防月間です
　警察庁自殺統計に基づく令和６年中の自殺者数の状況は、全国で20,320人、大阪府では1,279人で前年より104人
減少したものの、１日に約４人がお亡くなりになっています。
　悩みを抱えてお困りのとき、生きることがつらく感じられるときは、一人で抱え込まず、専門の相談機関にご相談
ください。
　また、身近な人の悩みに気づいたら、話を聴いて寄り添い、見守りながら、必要に応じて相談窓口をご紹介ください。

大阪府が行う電話相談　～こころの健康に不安を感じたら～
３月１日（日）午前９時30分～３月31日（火）午後５時までは　24時間体制で相談を受け付けます。
■こころの健康相談統一ダイヤル　☎ 0570-064-556（おこなおう　まもろうよ　こころ）
※一部の IP 電話などからは接続できません。

■こころの電話相談　☎06-6607-8814
　月・火・木・金曜日（祝日・年末年始を除く）／午前９時30分～午後５時
■若者専用電話相談（わかぼちダイヤル）　☎06-6607-8814
　水（祝日・年末年始を除く）／午前９時30分～午後５時
■大阪府保健所の精神保健福祉相談
　平日／午前９時～午後５時45分
※下記の「悩みの相談窓口一覧」をご参照のうえ、最寄りの保健所にご相談ください。
■大阪府妊産婦こころの相談センター 　☎0725-57-5225
　平日／午前10時～午後４時
■自死遺族相談（予約制）
　大切な人を自死で亡くされた人のために、大阪府こころの健康総合センターの相談員が、相談に応じます。
　〈予約・問合せ〉大阪府こころの健康総合センター　☎06-6691-2818
　平日／午前９時～午後５時45分

各団体が行う電話相談
■関西いのちの電話　☎06-6772-1121
　24時間、365日
■国際ビフレンダーズ大阪自殺防止センター　☎06-6260-4343
　金曜日／午後１時～日曜日／午後10時（57時間）
■こころの救急箱　☎06-6942-9090　
　月曜日／午後７時～火曜日／午前３時（８時間）
　木曜日／午後７時～10時
■自殺予防いのちの電話　☎0120-783-556（フリーダイヤル）
　毎日／午後４時～９時
　毎月10日／午前８時～翌日午前８時（24時間）

◆問合せ　いきいき健康課　☎98-5520

【悩みの相談窓口一覧】
（大阪府こころの健康総合センター

 ホームページ）
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こ ど も 絵 画 教 室

☎（06）6697−3318　山本

幼児画・児童画・水彩画幼児画・児童画・水彩画

油絵・工作・デッサン初歩油絵・工作・デッサン初歩

　　　　　　　　　　など　　　　　　　　　　など

対象対象／／４才〜中学生位まで４才〜中学生位まで

毎週木曜日 午後4時〜7時毎週木曜日 午後4時〜7時

時間内で各自1〜2時間程度時間内で各自1〜2時間程度

場所場所／／太子町春日７８−３太子町春日７８−３

間ハイツ１７号室（２階）間ハイツ１７号室（２階）

【Ｐ】駐車スペースあり【Ｐ】駐車スペースあり
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油絵「ひまわり」（小５）油絵「ひまわり」（小５）

広
告
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消費者トラブル情報

　６年入居した有料老人ホームを退去
するにあたり、前の住人の時から傷つ
いていた箇所の修繕費を求められ納得
できない。（70歳代）
　母が入居して２年で有料老人ホーム
を退去したが、修繕費で約20万円と
カーテンクリーニング費用を請求され
た。母が汚すこともないし、何か壊し
たこともないのに高額な請求に納得い
かない。（70歳代）
●ひとこと助言
・�退去時のトラブルを避けるため、入

居の際には「契約書」、「重要事項説
明書」などの内容を家族と共によく
確認しましょう。また、入居時には
事業者の立ち会いのもとで室内の状
況を確認しましょう。困ったときは
お住まいの自治体の消費生活セン
ターなどにご相談ください
◆問合せ　富田林市消費生活センター
　　　　　☎25-1000

賃貸住宅原状回復トラブルを
防止するために

　賃貸住宅の退去の際に、損耗などの
補修や修繕の費用を貸主、借主のどち
らが負担するのかといった原状回復を
めぐるトラブルが発生しています。大
阪府版ガイドラインでは、トラブルの
未然防止・解決に役立つ情報や相談窓

口を掲載しています。ぜひ、ご活用く
ださい。
　　　　　詳しくは、
　　　　　　こちらから▶ 
◆問合せ　大阪府居住企画課
　　　　　☎06-6210-9707

住まいのリフォーム・空家セ
ミナー、個別相談会

　住まいのリフォーム・空家セミナー、
個別相談会を行います。
　住宅の耐震化やリノベーションに関
することや、空家の管理、利活用、相
続についてのセミナーを行います。ま
た、セミナー終了後は、建築関係の団
体や司法書士会などによる個別相談会
を行います。耐震や空家の相続、利活
用について個別に相談することができ
ます。
　人数に限りがありますので、お早め
にお申込みください。
　セミナー、個別相談会について詳し
くは、お問い合わせ頂くか、町ホーム
ページをご確認ください。
　　　町ホームページは、
　　　　　 　こちらから▶
［と　き］�３月21日（土） 

午前９時30～正午
［ところ］�町立生涯学習センター 

「太子の森」　視聴覚室
［参加費］�無料
［申　込］�３月13日（金）までに、役場

庁舎２階　地域整備課へご
提出ください。申込用紙は、
地域整備課窓口、または、
町ホームページからダウン

ロード頂けます。
◆申込・問合せ　地域整備課
　　　　　　　　☎98-5523

引越しの際は、住民票を異動
しましょう

　入学、就職、転勤などで引越し、新
しい住所で生活を始めるときは、転出
届、転入届、転居届などの住民票の異
動の届出が必要です。住民票の異動は、
国民健康保険や国民年金、選挙人名簿
への登録などに関わる大切な手続きで
す。また、住所や氏名を変更したときは、

「マイナンバーカード（個人番号カード）」
の記載事項の変更も必要です。
●他の市区町村に引越しする場合
　マイナンバーカードをお持ちの場合
は、マイナポータルからオンラインで
手続きすることで、窓口に来庁するこ
となく転出届が可能です。手続き完了
後、引越し先の市区町村で、転入後
14日以内に、マイナンバーカードを
持って、転入届をご提出ください。
　マイナンバーカードをお持ちでない
場合は、役場に来庁、または、郵送で
転出届を提出し、転出証明書を受け取
ります。その後、引越し先の市区町村
で、転入後14日以内に、転出証明書
を添えて、転入届をご提出ください。
●町内で引越しする場合
　転居後14日以内に、転居届をご提
出ください。

◆問合せ　住民人権課　☎98-5515

成人歯科健康診査・妊婦歯科健康診査成人歯科健康診査・妊婦歯科健康診査
　歯は、すべての健康の源です。80歳になっても20本以上
の歯を残し、生涯にわたって自分の歯で食べ、健康な生活
を送るためにも、この機会に成人歯科健康診査を受けて歯
の健康管理に役立てましょう。
　また、妊娠中は普段より口の中の状態が変化しやすく、
むし歯や歯周病にかかりやすくなります。重度の歯周病は、
早産や低体重児の出産を引き起こすと言われています。妊
婦さんの「歯の健康」のためだけでなく、生まれてくる赤
ちゃんの健康を守り、歯科疾患の予防を図るため、妊婦歯
科健康診査を受けましょう。
［と　き］�富田林歯科医師会各医療機関の開業時間中
［ところ］�富田林歯科医師会加入の各歯科医院
［対　象］�①成人歯科健康診査 

　20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、または、

70歳に達したときから１年以内
　　　 　②�妊婦歯科検診は、母子健康手帳の交付を受け

た妊婦
※①は職場などで健診を受ける機会のない人に限る。
※�②は母子健康手帳の交付を受けた日から出産までの妊娠

期間中に限る。
［費　用］�無料
［申　込］�成人歯科健康診査対象者には、受診券及び実施

医療機関一覧を誕生日の属する月に送付します。
妊婦歯科検診対象者には、母子健康手帳の交付
時に受診券をお渡ししています。ご希望の医療
機関に予約のうえ、受診券などを受診日当日に
ご持参頂き、医療機関にご提出ください。

◆問合せ　いきいき健康課　☎98-5520

　第８期太子町障がい福祉計画・第４期太子町障がい児福祉
計画を策定するにあたり、町内の人の声を幅広く聴取し、町
の障がい者施策に反映させるため、委員の一部を公募します。
［応募資格］�①町内に在住する満18歳以上 

　（令和７年４月１日現在）の人 
②障がい者施策に関心のある人 
③平日昼間の委員会への出席可能な人

［公募人数］�２人以内
［応募方法］�３月９日（月）～23日（月）（消印有効）までに、

住所・氏名・生年月日・職業（学校名・勤務先
など）・電話番号・応募理由（400字以内）・地

域活動やボランティア活動の実績などを明記し、
役場庁舎１階　福祉介護課窓口、郵送、または、
ファックスのいずれかでご応募ください。

※選考結果は、応募者にお知らせします。
　詳しくは、町ホームページをご確認ください。
� 町ホームページは、こちらから▶
［委員の任期］�委嘱の日～令和10年３月31日（金）
◆申込・問合せ　
　〒583-8580　太子町大字山田88番地
　福祉介護課　☎98-5519　FAX98-2773
　Email：fukusi@town.taishi.osaka.jp

　大阪府では、身体に障がいのある人に対して、日常生活動
作の補助及び自立と社会参加の促進を図ることを目的に、身
体障がい者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）の使用者を募
集します。
［募集期間］�３月２日（月）～４月17日（金）必着
［応募資格］�次の①～⑥のすべてに該当する人が対象となり

ます。
①�下記の障がい種別及び等級に該当する身体障

がい者手帳所持者
・盲導犬の使用を希望する人は、視覚障がい１級 
・�介助犬の使用を希望する人は、肢体障がい１

級、または、２級
・聴導犬の使用を希望する人は、聴覚障がい２級
②府内に居住している人  
③満18歳以上の人 
④�補助犬を使用することにより、社会活動へ積

極的に参加し、自立した生活をする意欲があ
ると認められる人 

⑤�補助犬の使用、飼育、衛生の確保などについて、
適切に管理するとともに、それに関わる一切
の費用を負担できる人

⑥�補助犬を使用するにあたって、自己が所有す
る家屋以外に居住する人は、その家屋の所有
者、または、管理者などの承諾を得られる人

※�身体障がい者補助犬法第11条で、住宅を管理する人は、
その管理する住宅に居住する身体障がい者が当該住宅にお
いて、身体障がい者補助犬を使用することを拒まないよう
努めなければならない、と定められています。

［使用者の選考・決定］�使用を希望する人の生活状況、社会
活動への参加意思などを総合的に判
断し、使用者を決定します。

［必要な費用など］�・訓練期間中  
　�訓練に要する交通費、宿泊費その他の費

用は使用者本人の実費負担となります。
　　　　　　　　 ・�補助犬使用開始後 

補助犬の使用にかかる一切の費用は、
全て使用者本人の負担となります。 

［申　込］�申請書に必要事項を明記し、「身体障がい者手帳」
の写しを添えて、 下記の申込先あてに、４月17日

（金）（必着）までにご郵送ください。
※�申請書は大阪府ホームページ、市町村障がい福祉担当窓口

などで配布しています。
◆申込・問合せ
　大阪府福祉部障がい福祉室自立支援課 
　補助犬普及啓発担当 
　☎06-6944-9178　FAX06-6942-7215

太子町障がい者施策推進協議会委員募集太子町障がい者施策推進協議会委員募集

身体障がい者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）使用者募集身体障がい者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）使用者募集

福祉のお仕事　就職フェア in　OSAKA 
～ふくしに出会う・つながるマルシェ～

　府内190の福祉関係（高齢・障がい・児童・保育・医療その
他の分野）の法人の担当者と直接面談ができます。各種相談や
職場体験の受け付けも行います。（費用無料・申込不要）
［と　き］�３月７日（土） 

１部：午前10時～午後12時30分 
２部：午後２時～４時30分

※２部入替制。
［ところ］�OMM ビル　２階
� 詳しくは、こちらから▶
◆問合せ　大阪福祉人材支援センター　☎06-6762-902

5
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定期救命講習（上級）
　AED（自動体外式除細動器）の使
用方法を含めた応急手当など、上級救
命講習を行います。
［と　き］�４月26日（日） 

午前９時30分～午後５時30分
※ WEB 講習修了者は、午前10時30分～。
［ところ］�大阪南消防局
［対　象］�町内在住、在勤、在学の人
［定　員］�30人
［申　込］�３月26日（木）からお申込み

頂けます。平日　午前９時
～午後５時までに電話でお
申込みください。

※�災害などにより変更・中止になる場
合があります。
●応急手当WEB講習とは？
　大阪南消防局のホームページで、応
急手当 WEB 講習を受講し受講証明書
を持参すれば講習時間を１時間短縮し、
上級救命講習の修了証を発
行するものです。
� 詳しくは、こちらから▶
◆申込・問合せ
　大阪南消防局警防部救急課
　☎072-958-9932

広
告

学校給食センター … ………�☎98-4607�
℻98-4609

教育委員会事務局 … ………�☎98-5533�
℻98-4514

生涯学習センター … ……… �☎98-5530�
℻98-5567

図書館 … ……………………�☎98-5526�
℻98-5567

総合福祉センター … ………�☎98-1311�
℻98-2111

水道 … ………………………�☎98-5536�
℻98-4622

総合スポーツ公園 … ………�☎98-5344�
℻98-5346

保健センター … ……………�☎98-5520�
℻98-3600

竹内街道歴史資料館 … ……�☎98-3266�
℻98-3279

富田林消防署太子出張所… ……�☎98-3299�
℻98-4599

病院案内 … …………………☎06-6693-1199
休日診療所 … ………………☎28-1333
富田林警察署 … ……………☎25-1234
火災・救急救助 … …………☎119

テレホン・メモ

（社会福祉協議会）

（太子の森）

（南河内地域水道センター）

（総合体育館）

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

もえる 金属 プラ
し尿 もえる

8 9 10 11 12 13 14
ビン缶 もえる 粗大 もえる

15 16 17 18 19 20 21
もえる 金属 プラ もえる

22 23 24 25 26 27 28
ビン缶 もえる 粗大 ペット もえる

29 30 31
もえる

3月の「ごみ・し尿」収集日

※�ごみは、必ず収集日の当日、午前7時までに
出してください。

※�生ごみはしっかり水分を切ってから出してく
ださい。

※�粗大ごみを袋に入れて出される場合も、半透
明のごみ袋をご使用ください。くれぐれも　
黒色のごみ袋は使用しないでください。

１人１日当たりのごみ排出量

ごみの減量化にご協力を！

R8.1
平均値
437g

前年度
同月比
－15g

今年度
前月比
－139g

ひとのうごき
（　）内は前月比

人　口

男

女

世帯数

転入

転出

出生

死亡

34人

41人

4人

13人

12,565人

6,180人

6,385人

5,670世帯

まちの面積
14.17㎢

（－�16）

（－� 9）

（－� 7）

（－�10）

（� ）集計基準日：1月31日
作成日：1月30日

医　　療

３月31日で、子ども医療・
ひとり親家庭医療の資格を喪
失する人へ

　年齢到達により、３月31日（火）で
子ども医療、ひとり親家庭医療の資格
を喪失する人のうち、重度障がい者医
療の受給要件を満たす人は、重度障が
い者医療受給者証の交付申請が必要で
す。
　該当すると思われる人には、３月中
旬ごろに申請書を送付しますが、申請
書が届かない場合は、保険医療課まで
お問い合わせください。
●重度障がい者医療の対象者
　町に住所を有し、次のいずれかの条
件に該当する人。ただし、所得制限が
あります。
・身体障がい者手帳１・２級所持者
・療育手帳 A（重度）所持者
・�療育手帳 B1（中度）で身体障がい

者手帳３級～６級所持者
・�精神障がい者保健福祉手帳１級所持

者
・�特定医療費（指定難病）・特定疾患

医療受給者証所持者で障がい年金
（または、特別児童扶養手当）１級
該当の人（障がいの程度が同程度以
上と認められる人を含む）
◆問合せ
　保険医療課　☎98-5516　

交通安全

春の交通安全運転者講習会

　交通事故の防止は、私たち一人ひと
りの普段からの心がけ次第です。今一
度自分自身の交通安全意識を見直して
みませんか？
　運転免許証をお持ちの人は、この機
会にぜひ、受講しましょう。
［と　き］�３月16日（月）、17日（火） 

午後７時～
※受け付けは、午後６時30分～。
［ところ］�町立万葉ホール
［費　用］�無料
◆問合せ
　富田林警察署　☎25-1234
　自治防災課　☎98-5525

環　　境

し尿くみ取りされている人へ

　くみ取り人数の増減や便槽の変更が
あった場合は、環境農林課で手続きを
お願いします。また、臨時収集を希望
される場合は、ご相談ください。
◆問合せ　環境農林課　☎98-5522 

令和８年度家庭用ごみシール
（無料）を配布します

　４月から使用できるごみシール（１
年分）を、３月中旬～下旬頃に郵送し
ます。ごみシール到着後、速やかに枚
数をご確認ください。３月23日（月）
を過ぎてもごみシールが届かない場合
は、環境農林課までご連絡ください。
●配布枚数
・もえるごみ専用シール（１年分）
１～２人世帯110枚（5.5ｼｰﾄ）橙色
３～４人世帯　220枚（11ｼｰﾄ）橙色
５～６人世帯　280枚（14ｼｰﾄ）橙色
７人以上世帯　340枚（17ｼｰﾄ）橙色
○粗大ごみ専用シール（１年分）　
１世帯あたり 36枚（6ｼｰﾄ）紺藍色
　以上の新しいシールは、４月以降で
ないと使用できません。
　有効期間は２年間で、１年間で使い
切らない場合は、令和10年３月31日
まで使用できます。
　なお、令和７年度のシールが残って
いる場合は、令和９年３月31日まで
使用できます。（期限が過ぎたシール
は使用できません）
※�転出などにより使用する必要がなく

なったときは、ごみシールを返還し

てください。　
●もえるごみ専用シールの使用枚数
30㍑袋（ブルー系半透明）の場合…１枚
45㍑袋（乳白色系半透明）の場合…２枚
　もえるごみ専用シールは、ごみの量
に応じてご使用ください。無料ごみ
シールが不足した場合は、環境農林課
で有料ごみシールをご購入ください。
●ごみシールの交付申請（別途）
①�寝たきりなどで紙おむつを使用され

ている場合
②町内在住で住民登録をしていない人
③�日常的に紙おむつを使用する３歳未

満の乳幼児がいる場合
　該当する人は、３月23日（月）以降
に、印かんと証明するもの（①の場合
は介護保険被保険者証など、②の場合
は住所と氏名が記載された水道代など
の領収書、賃貸契約書、郵便物など、
③の場合は母子手帳など）で交付の申
請をしてください。
※�配布するごみシールの有効期限は１

年間です。
※営利を目的とする団体は交付対象外。
◆問合せ　環境農林課　☎98-5522

し尿処理手数料の助成申請受付し尿処理手数料の助成申請受付
　公共下水道処理区域外にお住まいの人の、し尿処理手数料の助成申請を受け
付けます。ただし、処理区域内の人は対象になりません。
［対　象］�公共下水道処理区域外に在住の人
［助成内容］�・し尿整理券（620円）/ １枚につき 260円 

・無臭用し尿整理券（380円）/ １枚につき 110円
［申請方法］�申請用紙に必要事項を明記し、令和７年４月～令和８年３月の利用

分を一括して、３月31日（火）までに環境農林課へご申請ください。
［必要なもの］�印かん、し尿整理券の副券（控え）、振込先の口座番号
※審査のうえ、後日、銀行口座に振り込みます。
◆問合せ　環境農林課　☎98-5522

自転車の交通違反に青切符が適用されます！自転車の交通違反に青切符が適用されます！
　４月１日（水）から、道路交通法の一部を改正する法律が
施行され交通ルールが変わることになり、自転車に交通反
則通告制度（青切符）が適用されます。
　対象は16歳以上、対象となる違反行為は100種類以上、
反則金額は原付バイクと同一となります。
●主な違反行為と反則金額
①携帯電話使用など（保持）　12,000円
②指定場所一時不停止など　5,000円
③信号無視　6,000円
④遮断踏切立入り　7,000円
⑤二人乗りなど　3,000円
⑥運転中のヘッドホン・イヤホンの使用　5,000円

●自転車の交通ルール遵守の徹底
・�自転車は「くるま」の仲間です。原則、車道の左端を走

行しましょう。
・�歩道を通行する場合は、歩行者優先で車道寄りを徐行し

ましょう。
・�一時不停止の標識がある交差点では、必ず一時停止し、

左右を確認しましょう。
・�信号を必ず守りましょう。交差点を横断す

る時は、青信号でも周囲を確認しましょう。
●自転車のヘルメット着用の促進
・�命を守るヘルメットを着用しましょう。
◆問合せ
　富田林警察署　☎25-1234　自治防災課　☎98-5525

防火管理者講習
［と　き］�甲種：�４月20日（月）、21

日（火）の２日間
　　　　 乙種：４月20日（月）
［ところ］�大阪南消防局
［定　員］�100人
　申込方法など詳しくは、下記二次元
コードから、一般財団法人大阪府消防
防災協会ホームページをご
覧ください。
　詳しくは、こちらから▶
◆問合せ　一般財団法人大阪府消防
　　　　　�防災協会　�

☎06-6943-7654
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https://www.hatadagls.com 太子役場前西200ｍ

見積無料さらに無償で申請、詳しくは気軽にお問い合わせ下さい。
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内窓補助が好評につき

四年目も補助が決定 !三年連続の昨年も内窓工事で45％超えが圧倒的に多くありました。

お住まいの断熱で
  無理なく省エネ

　

  家計に優しく
快適な生活実現

内窓で補助額４５％超も可能 なん
と！！
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月４
※雨天の場合は2６日（日）に順延。

聖徳太子御廟・叡福寺・西方院
午後6時～9時

日25 （土）

令和８年
点燈式 /和太鼓 /竹あかり

プロジェクションマッピング（阪南大学）
ペーパーバッグ行灯など

点燈式 / 和太鼓 / 竹あかり
プロジェクションマッピング（阪南大学）

ペーパーバッグ行灯など
点燈式 午後5時30分～（聖徳太子御廟・叡福寺）点燈式 午後5時30分～（聖徳太子御廟・叡福寺）

〈協力開催〉
マルシェ de たいし 夜市 ver.

午後 5 時～ 太子・和みの広場

〈協力開催〉
マルシェ de たいし 夜市 ver.

午後 5 時～ 太子・和みの広場

～ 人々の幸 せを願 い、和のあかりを燈 す～

太子聖燈会
た い し  し ょ う と う え第19回 ご協賛金募集

太子聖燈会は、みなさまのご協賛で行っています。
ご協賛頂いた人には、お名前や一言をシールに書いて頂き

当日会場に並べる燈火カップに貼らせて頂きます。

◆問合せ　（一社）太子町観光協会　☎26-8051 


